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10 月５日（金）～７日（日）にかけ

て長野県飯田市で第 10 回市民・地域共

同発電全国フォーラム 2018in 飯田が開

催され、２日間でのべ 400人が参加しま

した。（３日目エクスカーション除く） 

全体会では信州大学 茅野恒秀准教授

が、エネルギー転換の社会構想と変革の

道と題して基調講演し、「長野県は温室

効果ガスの排出量を削減しつつ県内総

生産が伸長しデカップリングが起きている。10kW 以下の太陽光発電の県民一人あたりの導入量が全国３位で小規模分

散型の設備導入がすすんでいる。メガソーラーの事業計画もあるが、企業に匹敵する個人事業者が存在し、エネルギー

転換の社会的意味、地域資源の価値に気づけば地域にとって大きな力になる。市民・地域共同発電所は地域資源の総合

力を発揮するとりくみであり、エネルギー転換による社会変革の可能性を持っている事業」などと報告されました。 

続いて、パネルディスカッションの中で、飯田市の牧野光朗市長から、市民参加による再エネ事業からの持続可能

な地域づくりについて報告があり、その中で「2013 年に制定した地球環境権条例は、地域の人や土地と密接に関わり

のある再エネ資源は市民の総有財産。そこから生まれるエネルギーは市民が優先的に活用でき、その収益を財源に自ら

の手で地域づくりをしていく権利があると定めており、その考え方をもとに 11 件の再エネ事業が認定され、その一つ

の事例として、人口減少、高齢化などが進み保育園の廃園危機となった地域で、住民出資による小水力発電事業を行な

うことで地域課題を克服してきた」などの事例が紹介されました。 

分科会では、里山資源を活かす小規模バイオマス利用の推進、地域再エネ事業を支える仕組み、地域新電力と自治

体政策、多様にひろがる生協の再エネ事業の４つのテーマに分かれて報告・議論がされました。 

今回、全国で最も多くの市民・地域共同発電所がある長野県飯田市でフォーラムが開催され、このフォーラムが地

域で活動する私たちにとってビジョンや方向性を確認し、経験を学び合い、課題を克服する場であると感じました。 
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2019 年は、2009 年 11 月から開始された「太陽光発電の余剰電力買取制度」から 10 年が経過し、「10 年間の買

取期間」が終わりを迎える初めての年です。対象は初年度だけで約 40 万件、最終的には 200 万件になると言われ

ています。 

自然エネルギー市民の会は９月 29 日に京都大学大学院経済学研究科特任教授の安田陽さんを講師に「太陽光発

電の 2019年問題を考えるセミナー」を開催しました。本稿ではセミナーを受けて「2019年問題」を考えてみたい

と思います。 

「太陽光発電の余剰電力買取制度」とは 

2009 年 11 月１日に施行された余剰電力買取制度

は、①太陽光発電設備で作られた電気のうち、余剰

電力(自家消費分を差し引いた余りの電気)を法令で

定める条件により電力会社が買い取る、②買取期間

は買取を開始した時点から 10年間で、買取価格は買

取開始の時点の額が 10年間固定、③負担額について

は電力需要家全員で負担する、というものです。 

2009年の導入当初の買取価格は、住宅用(10kW未

満)は 48 円/kWh、それ以外は 24 円/kWh でした。自

家発電設備等を併設している場合は、それぞれ 39円

/kWh、20円/kWhでした。買取価格は太陽光発電の普

及による設置費用の低下に伴って毎年見直され、余

剰電力買制度は 2012年７月１日の FIT制度施行に伴

い FIT制度に移行しました。2018年度は、下図「太

陽光 FIT 買取価格の推移」のように住宅用(余剰売

電)で 28 円/kWh、産業用で 18 円/kWh となっていま

す。 

 

2019年 11月から発生する FIT卒業電源の選択肢 

FITを卒業した余剰電力について経産省の「再 

生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク

小委員会:中間とりまとめ(2018)」では、余剰電力の一

時的な買い手不在時の対策として、①小売電気事業者

やアグリゲーター※1 による再生可能エネルギーを活用

したビジネスを促進するような設計であることが重要、

②一般送配電事業者※2 に引受を要請する、③一般送配

電事業者による引受はあくまで一時的・例外的な措置

であるべき、④引受は無償であることが適当、として

います。一般送配電事業者に対する無償要請について

は、一般送配電事業者はこの要請を了承しています。 

安田先生は、余剰電力を有効に活用するためには下

図「FIT卒業電源の選択肢」が考えられると示されまし

た。しかし 10kW未満の住宅用(余剰電力)は個人住宅に

設置されているのが大半であり、個人で①取引相手(小

売事業者)を探す、②電力市場に入札する、などは極め

て困難であり、アグリゲーターと契約することはアグ

リゲーターが育っていなく電力自由化成功の課題でも

あると指摘されました。最も現実的な選択肢だが、日

本ではアグリゲーターが育っていない、ということで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太陽光発電の 2019年問題を考える 
事務局次長 中村 庄和    
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再エネ導入が増えるから賦課金が高くなる、について 

再エネが増えると年々賦課金が高くなり、結果と

して電気料金が高くなっていくという議論がありま

す。FIT制度は 2012年 7月施行され産業用全量売電

は 20 年間、余剰売電は 10 年間、買取開始時の価格

が保証されています。産業用は当初 40 円/kWh だっ

たのが 2018年には 18円/kWhと毎年下がっています

(前頁の図)。つまり、2032年からは 2012年にスター

トした全量売電が終了となるため賦課金が下がって

いきます。 

環境省の下図「FIT 賦課金の予測」、2015 年時点

予測では 2033年頃から急速に下がってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「2019年問題」の問題点 

安田先生は、「2019 年問題」の問題点として①多

くの屋根置き太陽光発電の設置者が 2019 年 に FIT

期間が切れるということに気づいていない(2019 年

に約 40万件、最終的に 200万件 )、②本来の引受け

手であるアグリゲーターが日本で育っていない、③

FIT卒業後の再エネ電気の市場取引を活性化する イ

ンセンティブがない、の３点を挙げられました。さ

らに「なぜ問題になるのか、どうすれば解決するの

か」については、①電力市場での取引・環境価値の

取引、②アグリゲーターの活躍を指摘されまし。 

日本卸電力取引所(JEPX)のシェアは 2016年９月 

時点でわずか 2.8%に過ぎないが、2013 年時点で

イギリスは 50.7%、ドイツは 50.1%、北欧 Nordpool

は 86.2%になっており、日本は未成熟な状態です。 

再エネの価値には、電気としての価値と環境価値が 

あります。FIT卒業後は環境価値を分離してグリーン電

力証書として取引することが可能になります。この取

引量を増やすことも考えられます。さらに再エネ電源

を有効活用するアグリゲーターの育成が急がれます。 

それでは、私たちはどうすればいいのか？現在、資

源エネルギー庁のホームページには「住宅用太陽光発

電設備の買取期間満了に関する情報サイト」ができて

います。①情報を収集する（ご自分の発電設備の買取

期間終了時期を含め）。②過剰なセールスに注意するこ

とではないでしょうか。（※ご自分の発電設備の買取期

間がいつ終了するかは電気を買い取っている電力会社

から個別に通知（概ね終了の６～４ヵ月前）されます。） 

 

※1アグリゲーターとは、 

需要家の電力需要を束ねて効果的にエネルギーマ

ネジメントサービスを提供するマーケター、ブロー

カー、地方公共団体、非営利団体などのこと。自ら電

力の集中管理システムを設置し、エネルギー管理支援

サービス（電力消費量を把握し節電を支援するサービ

ス）、電力売買、送電サービス、その他のサービスの仲

介を行う。 

※2 一般送配電事業者とは 

電気事業法に定められた電気事業者の類型の一つ

で、経産大臣から一般送配電事業を営む許可を受けた

事業者。供給区域内で送電線、変電所などを維持、運

用し、他社の電気を目的地まで送り届けることが主な

事業。日本は 10の供給区域に分割されており、供給区

域ごとに 1事業者が存在。2020年 4月、「電力システム

改革」の第 3 段階として、規模の小さい沖縄電力以外

の一般送配電事業者は、小売電気事業や発電事業を兼

営することが禁止される。北海道、東北、中部、北陸、

関西、中国、四国、九州の 8 社は、一般送配電事業を

子会社化する。東京電力は、2016 年 4 月に子会社「東

京電力パワーグリッド」に移管済み。 

 

文中のパワーポイント図表はセミナーで使った安田

先生の資料を用いています。 
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電気料金に含まれる再処理費用への疑問 
全大阪消費者団体連絡会 事務局次長 大森 隆    

 
 

経産大臣が電気料金を認可する際には、原発のバック

エンド費用として、①使用済核燃料の再処理関係費用、

②原発の廃炉解体関係費用、③放射性廃棄物の地層処分

関係費用が、それぞれのルールによって算定され、総括

原価の中に含まれている。このうち、再処理関係費用と

廃炉解体関係費用の算定ルールは福島事故後に大きく

改定され、消費者の負担の内容も変わっている。 

本稿では、2016 年 10 月に改定施行された再処理関

係費用の算定ルールによって、それまでは含まれていな

かった費用が新たに電気料金に含まれ、消費者が負担し

ていることを紹介するとともに、改定された算定ルール

の疑問点を指摘する。 

 

具体的計画のない再処理費用と 

MOX燃料加工費用を電気料金に追加 

再処理関係費用の算定ルールは、再処理等拠出金法と

いう新法によって改定され、原子力事業者は次のように

会計処理し、その費用全てが電気料金の総括原価に反映

されることになった。 

 

①再処理等拠出金発電費 

 使用済燃料からウラン・プルトニウムを分離する工程

と、そこから排出される高レベル廃棄物をガラス固化す

るまでの工程についての輸送・貯蔵・再処理・工場廃止

措置等の費用について、核燃料を炉内で燃焼した時点で、

その量に応じた拠出金を、原子力事業者が使用済燃料再

処理機構（NURO）に支払う。 

この拠出金は営業費用として計上される。関西電力の

2017 年度決算では 217 億円である。 

 電気料金との関係では、具体的な再処理計画（六カ所

再処理工場での処理または海外処理委託の計画）がある

使用済核燃料については、これまでも一定の基準で原子

力事業者が積み立て、総括原価に含めることができると

されていた。しかし、具体的な処理計画がない使用済核

燃料については、原子力事業者が積み立ててはおくが、

総括原価には含めないこととされていた。それが、今回、

具体的な再処理計画がない使用済核燃料の拠出金も、 

 

 

総括原価に含めることができると変更された。 

  

＊再処理計画の有無については、電気事業連合会が 2006

年 11月 30日の総合資源エネルギー調査会の小委員会に

下の図等を示して、次のように説明している。 

・図には含まれない 2004 年度までに発生した 1.5 万ト

ン（海外再処理分、東海再処理分除く）は、全量を六

カ所で再処理予定。 

・2005 年度以降は、2034 年度までの 1.7 万トンが六カ

所処理分で、それ以外の 2043 年度までの 3.2 万トン

が具体的な再処理計画がないものに該当。 

（図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊今回の算定ルール改定で再処理計画の有無による

違いはなくなり、後述の再処理関連加工仮勘定も含

めて過去分に遡り精算された。） 

 

②再処理関連加工仮勘定 

 再処理で分離したウラン・プルトニウムを MOX 燃 

料に加工する費用について、核燃料を炉内で燃焼した

時点で、その量に応じた拠出金を、原子力事業者が、

使用済燃料再処理機構（NURO）に拠出する。この拠

出金は、将来において MOX 燃料という資産に代わる

ものと考え、固定資産仮勘定に計上される。（完成した

MOX 燃料を受け取ると、仮勘定に計上されていた額が

そのまま MOX 燃料の資産額として固定資産の核燃料

に振替計上される。）関西電力の 2017 年度決算では 2

51 億円である。 

MOX 燃料加工の費用はこれまで計上されたことは 
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なく、総括原価の対象ではなかったが、この再処理関連

加工仮勘定計上額は、総括原価のうちの事業報酬を計算

するためのレートベースに含めることができるとされた。

レートベースに事業報酬率（関西電力の値下げ申請では

2.9％）をかけた額が事業報酬になる。 

 

使用済 MOXの再処理と燃料加工費用も電気料金に 

 以上の新たに総括原価に反映されることになった、具

体的な再処理計画のない使用済核燃料の再処理等拠出

金と、MOX 燃料加工の拠出金の対象には、使用済 MO

X 燃料も含まれる。 

なお、再処理関係費用の算定ルール改定後に認可料金

を改定したのは関西電力だけなので、電気料金として再

処理等拠出金法に基づく負担をしている消費者は今のと

ころ関電管内だけである。 

 

再処理拠出金制度への 3つの疑問 

この再処理等拠出金制度には、消費者として納得して

負担ができない、疑問点がある。 

１．拠出金算定の基礎となる再処理事業費の見積もりは、

NUROが再処理事業を委託している日本原燃株式会社

（六ヶ所工場の事業主体）の提案を精査して決定し、

それに基づく拠出金単価は国の認可を受ける仕組みで、

それぞれ webサイトで公表されている。（直近では今

年 6月 12日。右表引用元 http://www.nuro.or.jp/p

df/20180612_2.pdf。） 

しかし、これ以上の詳細は公表されておらず、検証で

きるものになっていない。拠出金単価の認可について

は、意見募集もされていない。 

２．現時点で六ヶ所の再処理工場は 2021年度上期、MO

X燃料加工工場は 2022年度上期の竣工予定で、まだ

完成していない。竣工延期を繰り返しており、事業開

始しても見積額で本当に納まるのか、オーバーしたら

誰が負担するのか疑問である。 

７月には内閣府原子力委員会がプルトニウムの保有量

を減少させるとして、再処理の実施はプルサーマルの

着実な実施に必要な量だけ認可するとした。現時点の

再稼働原発でプルサーマル運転の許可を得ている原発

は 4基しかないので、少なくとも当面は六 

ヶ所工場はフル操業できず、それによるコスト増は確

実と考えられる。 

 

３．六ヶ所工場での再処理計画がない使用済核燃料につい

て、現在の拠出金単価で費用負担を求める根拠が不明。

かつて構想された第 2再処理工場は福島事故以降まっ

たくの白紙状態にある。MOX燃料の再処理については第

5次エネルギー基本計画でも「検討を進める」としか書

かれていない。本当に第 2工場を作るのか、それにい

くらかかるのかが不明な現状で負担を求めて良いのか、

集めた拠出金と実際の事業費との差額はどう処理され

るのか、何も示されていない。 

（再処理事業費の内訳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2017年度に生じた使用済燃料の拠出金単価） 
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福島原発事故とエネルギー自立を語る佐々木さん 

 

 

 

 

７月 14日（土）エルおおさかで、自然エネルギー市民の会第 14回通常

総会に先立ち「福島原発事故から 7年 農村のエネルギー自立へ挑戦」と

題して福島県農民連事務局長の佐々木健洋さんの講演がありました。 

 佐々木さんは、「自然エネルギー市民の会の協力で事業をすすめ復興に近

づけることができ感謝している」と述べました。原発事故直後におそった

酪農業への悲惨な状況を皮切りに福島のいまと30年先を見すえた農村の未

来像、自然エネルギーへの取り組みを語られました。 

佐々木さんは思いを「農業とともにエネルギーに取り組むことで雇用創

出、流出する人をとどめ地域循環型の経済でコミュニティを守っていくこ

と」と述べました。静かな語り口からは福島におかれた困難を乗り越える

強い意志が感じられます。 

 

酪農家佐々木さんが見た原発事故直後 

原発事故後に断水した。一軒の酪農家が牛にやむなく

川の水を与えてしまった。このことで生乳に出荷基準を

こえる放射性物質が出た。作った生乳は地中に廃棄せざ

るを得ず、その作業が一カ月つづいた。 

避難はいっときと見て小屋に牛をつないだまま出た

酪農家もいる。避難は長びき、給餌はまったくできなく

なった。牛は痩せこけその場に横たわり餓死していた。

徘徊する牛は制限区域から出るのを防ぐため数カ月後

に殺処分となった。牛を飼う者としてこの光景はつらく

やりきれない。 

福島の農作物は放射性物質が基準値以下 

原発事故後 7年がたってセシウムの線量は低くはな

っている。低くなったとは言えこの先も放射能を浴びて

生活しなければならない。除染は進んではいるが山林の

除染は手付かずの状態だ。農地の除染は土を取り除くの

でなく表面の土と下の土を混ぜくり返すことで線量を

低くしている。作物には放射性物質が移りにくくするよ

う手だてしている。 

果樹園は育樹に土を耕すことはなく土の入れ替えも

なく農地に比べれば線量は高い。幸いにも福島の土は粘

土質だから土がセシウムを強固につかんでいる。作物に

セシウムを移させないほどである。 

福島県で作った農産物は、放射能含有検査をしている。

玄米で 30kgごとに、葉物野菜はすぐに食べられる状態

にして検査器にとおしている。福島から出荷する農産物

は放射性物質が基準値以下むしろ検査機器で検出でき

ない低さで流通にのせている。山菜はまだ出荷できてい 

ない。 

進まない帰還 

避難解除された区域があるけれど帰還は進んでいな

い。放射線量の不安や避難先での学校進学があり、子供

を連れてもどれない。買い物先、医療機関がない、日常

の交通手段もなく戻る人は少ない。戻っても周囲に家が

なく一軒家状態ではコミュニティも成り立ちにくい。 

ところかわって福井県高浜原発における内閣府作成

避難経路を見ると、福島で身をもって避難を経験した者

からは到底うまくいくとは思えない。雪が降ったら、風

向きで放射性物質がどう飛散するかと考えると完全で

はない。原発事故は避難ではなく移住を迫られる。 

福島で生きていくのに懸念すること 

 国は飛行機を飛ばし空から２㎞メッシュ単位で放射

性物質を測定し安全を唱えている。農民連では毎年、会

員農地の放射性物質量を測っている。福島県北部、宮城

県境にある伊達郡では、5万ﾍﾞｸﾚﾙ/㎡の測定点からわず

か離れたところで桁違いの 70万ﾍﾞｸﾚﾙ/㎡をしめす箇所

もある。 

福島県内では、放射線区域を定める 4万ﾍﾞｸﾚﾙ/㎡をこ

える地域もいたるところにあり、セシウム線量は狭い範

囲でバラつきが大きい。国が進める 2kmメッシュ単位は

あまりにも粗く測定値から大丈夫とする判断には疑問

がある。 

いま述べた放射性物質の量は人の健康にすぐに影響

をあたえるものではないが、福島に住む者として低線量

であってもこれから 30年、40年と被ばくし続けること 

第 14回通常総会報告 
 企画部会 寺川博方 
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は避けたい。国には長期にわたる健康調査の実施を要望

している。 

狭い範囲で桁違いの測定値が出るのは田や畑、果樹園

などと土地の用途が異なるため。農作物への影響も粘土

質土壌によって農作物に移行するレベルではない。 

一般公衆の年間被ばく量限度は 1 ﾐﾘｼｰﾍﾞﾙﾄ（mSv）。 

しかし福島県民は被ばく量限度が 20 mSv と異なる基

準で運営されている。国には 1 mSv と 20 mSv、このよ

うな差を設けることはやめるよう要求している。 

環境省は放射能汚染土を中間貯蔵所、最終処分場に持

ち込む量を減らそうとしている。その方法は 8千ﾍﾞｸﾚﾙ

/kg以下の放射能汚染土を未舗装道や花の栽培地の下

地に敷こうと実証試験をすすめている。この処置方法が

認められると貯蔵所などおかまいなしに全国どこにで

も持ち込まれることになる。水害で押し流されたら不安

が大きく広がることになる。 

自然エネルギーへの取り組み 

自然エネルギー市民の会とともに伊達市りょうぜん

で一つ目の太陽光発電所を完成させたことは酪農や農

業者にも発電所が造れるのだと強く勇気づけられた。い

ま農民連が設置し稼働している太陽光発電所容量は 6

㍋ﾜｯﾄを超えた。建設をすすめている発電所を入れると

8.2㍋ﾜｯﾄになる。農家個人でも設置していてこれを含

めると太陽光による発電容量は 10㍋ﾜｯﾄを超える。発電

による売電収入は、農産物価格がもどらないなか農家の

所得補填や復興支援の大切な収入となっている。 

 ソーラーシェアリングは牧草やサツマイモ、ジャガイ

モそれに日陰を好む葉わさびの栽培に適している。農家

個人によるソーラーシェアリングの実績はあるが農民

連ではまだできていない。福島には耕作放棄地が１万５

千㌶あり、ここに 100カ所めざしてソーラーシェアリン

グをやろうと呼びかけている。 

 被災農地は 1万１千㌶ある。この土地で放射性物質の

ない農作物を作っても消費者が喜んで買ってくれるか

不安があり作付けに消極的なところもある。そのような

土地に農業用小型バイオマス施設の導入を考えている。

まだ調査段階だが、この７月初旬に参考となるドイツを

視察してきたところだ。この施設から液肥生産や 24時

間発電を、さらに温熱供給を実現したい。 

 30年後の国土展望をみると人口減少はあきらか。人

口減少や少子高齢化は摂取カロリー、食料消費量の減少 

をもたらす。これから 20年 30年先を農家はどう生業をつ

づけていくか大きな問題だ。農業を取りまく国際的な動き

には、持続可能な小規模家族農業を増やす流れが国連のな

かで生まれている。大規模農業では飢餓貧困を解消できず

土地生産性は高くないし環境負荷も大きい。小規模家族農

業はこのような欠点を解決できる。土壌は大きな炭素貯蔵

庫。土壌を回復させることで炭素を吸着させ地球を冷やす

ことになる。国内では食料自給率引き上げと小規模家族農

業を発展させたい。 

～第 14回通常総会を開催～ 

佐々木さんの講演のあと、第 14回通常総会を開催しま

した。 

開会のあいさつで和田武代表は、閣議決定された第５次

エネルギー基本計画について「再生可能エネルギーを主力

電源と言葉で位置づけているが、比率は 22～24％と実質中

身は変わっていない。主力電源として比率をもっと大きく

すべきだ」と発言しました。最近、建設反対運動が起こっ

ているメガソーラーや巨大風力発電、大量輸入材によるバ

イオマス発電について「これら発電設備は、地域の資源を

活かし地域を発展させる考え方とは大きく異なる」とし、

反対運動を見た人々に、「原発も悪いが自然エネルギーも

悪いのだ」という世論が生まれることに危惧を示しました。 

最後に「単に再生可能エネルギーを普及拡大するのでは

なく、自然エネルギー市民の会が掲げる「地域の資源は市

民と地域が主体となって普及させ地域社会を発展させる」

この価値観をもって普及拡大することが大事だ」と述べま

した。 

 通常総会は議長に早川光俊さんを選出し、総会成立確認

ののち議事に入りました。 

 質疑で出されたことがらと回答は以下のとおりです。 

問 鹿児島県大浦風力発電所の進捗を知りたい 

回 2018年度（売電単価 20円）の設備認定を目指して準

備しているところです。 

問 ポッポおひさま発電所は FIT期間 10年が 2019年 11

月に終わる。売電先の検討が必要。2019年問題を抱え

る人は多いのでセミナーを設けてはどうか。 

回 売電先検討とセミナー開催を検討します。 

 

 この後、第 1号議案 2017年度事業報告及び決算、第 2

号議案 2018年度事業計画及び予算、第 3号議案運営委員

の改選について賛否を問い、それぞれ賛成多数で承認され

ました。 
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エコ電 そら君 大活躍の夏でした 
企画部会 古畑 等    

 
 

 

今年の夏は、７月 22 日の東大阪市での工作教室を幕開けに、南は和歌山

市、北は三島郡島本町など計７カ所で、牛乳パックソーラー電車（エコ電）

やペットボトルソーラーカー（そら君）工作教室を行ない、約 320 組の親

子が参加し約 170 個のソーラーカーを作りました。 

ソーラーカー工作教室は 2015 年４月に「泉大津汐見市民共同発電所」を

泉大津市と協働して設置したことをきっかけに、泉大津市役所環境課の主

催で PARE が協力して始まった「夏休み親子環境教室」です。当初より工

作だけではなく温暖化やエネルギー問題を子どもや保護者に考えてもらい

たく、冒頭に 15 分程度温暖化と自然エネルギーの話をして、その後でペッ

トボトルや牛乳パックを素材にしたソーラーカー工作を行っています。 

また PARE の工作は簡単に手に入る(廃棄される)素材で工作することに

こだわっています。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 16日、泉大津市親子環境教室(エコ電工作) 

 

 

 

 

 

 

 

今年で４年目の開催になり、夏休みの恒例行事になりつつあります。今回は別室で大阪府みどり公社による

エコドライブ体験も行いました。親子 28 組、63 人参加。 

 

そら君 

エコ電 

７月 22日、東大阪市東部民商(そら君工作) 

 

 

 

 

 

 

 

子ども 17 人が参加。お昼には民商の方がおいし

いカレーライスを作ってくださいました。 

８月９日、わかやま市民生協(そら君工作) 

 

子ども 22 人、大人 17 人参加。和歌山市の河北コ

ミュニケーションセンターで開催。 

そら君 
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島本町の COOLCHOICE事業のとりくみの一環として(そら君工作) 

CASA と協力して９月 13 日に大人を対象とした工作教室の進め方

講座を開催、６名参加。PAREの活動と PAREの工作教室の考え方を説

明したあと実際に「そら君」を作ってもらいました。 

10月８日は親子環境教室を開催、約 50名参加。天気がよく完成品

を太陽の下で走らせることができました。 

 

 

 

７月 31日、泉大津市立条南小学校学童保育「なかよし学級」での出前授業 

子ども約 50 名参加。泉大津市環境課から依頼があり、初めて学童保

育で出前授業を行いました。教室で自然エネルギーや温暖化の話の後、

子どもたちはグループに分かれて段ボール箱にアルミホイルを貼って

ソーラークッカーを作成。そして校庭に運びお湯を沸かす実験をしまし

た。お湯が沸く間に温度計を持って校庭で一番熱いところ、一番涼しい

ところを測定。エコ電、そら君の試走も行いました。教室に戻って各グ

ループから結果発表をしてもらい授業終了。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月 19日、新大阪 KOKOプラザ(そら君工作) 

 

親子 33 組 84 人参加。大阪市立青少年センター、

新大阪ユースホステルで午前と午後の２回開催。近

くの公園で試走。「わあ」「やったぞ」と歓声が上が

りました。 

９月９日、寝屋川市池の里市民交流センター (エコ

電工作) 

 

親子 34組 61名が参加。自然エネルギーねやがわ市

民の会主催。参加者が多く２部屋に別れての工作を

行いました。 

工作教室(そら君工作)の感想より 

こどもの感想 

色んなことが学べてよかったです。ソーラーカーを始めて作って色んなことがわかったし、つくるの

がたのしかったです。すこしややこしかったけど楽しく工作できました。また来年もしてほしいです。 

保護者の感想 

地球温暖化について子どもにも分かりやすく説明していただけて大変勉強になりました。普段の生活

でもついつい忘れがちなエネルギーの使い方についても見直すよい機会になりました。 

子どもは今４年生で理科で電池カーの授業を受けたばかりでソーラーカーの勉強も教わっていたの

で、実際に製作実験することができてとてもいい経験になりました。 
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自然エネルギー市民の会が係る市民共同発電所の発電実績 

（NPO）自然エネルギー市民共同発電

発電開始 : 2006年2月 発電開始 : 2013年5月

設備容量 : 10.64kW 設備容量 : 30.24kW

パネルメーカー : 京セラ パネルメーカー : ソーラーフロンティア

実績 前年 前年比
自家

消費量
自家

消費率
設備

利用率
予測 実績 達成率

設備
利用率

100,457 77,206 77% 55,198 71,131 129% 14.3%

8,920 10,410 86% 6,724 75% 10.6% 29,919 37,006 124% 13.9%

10,555 8,920 118% 8,139 77% 11.9% 29,919 35,653 119% 13.5%

10,711 10,556 101% 8,460 80% 12.2% 29,919 38,301 128% 14.5%

2018 ４月 527 1,135 46% 486 92% 7.8% 2,955 3,917 133% 18.0%

年度 ５月 1,142 1,349 85% 774 68% 14.4% 3,371 3,739 111% 16.6%

６月 946 1,150 82% 690 74% 13.6% 2,888 3,215 111% 14.8%

７月 1,007 1,034 97% 779 77% 14.0% 3,095 3,927 127% 17.5%

８月 1,307 1,109 118% 763 58% 16.0% 3,329 4,002 120% 19.3%

９月 790 917 86% 497 63% 11.3% 2,574 2,325 90% 10.7%

10月

5,718 6,694 85% 3,988 70% 11.4% 18,212 21,125 116% 16.2%

136,361 104,517 77% 12.3% 163,167 203,216 14.3%

（NPO）自然エネルギー市民共同発電 合同会社福島あたみまち市民共同発電 （NPO）自然エネルギー市民共同発電

発電開始 : 2013年9月 発電開始 : 2015年2月 発電開始 : 2015年4月

設備容量 : 52.50kW 設備容量 : 210.00kW 設備容量 : 49.92kW

パネルメーカー : Qセルズ パネルメーカー : カナディアンソーラー パネルメーカー : ソーラーフロンティア

予測 実績 達成率
設備

利用率
予測 実績 達成率

設備
利用率

予測 実績 達成率
設備

利用率

86,829 89,762 103% 12.6% 12,592 9,779 78% 9.7%

55,664 62,414 112% 13.5% 220,034 237,713 108% 12.9% 49,782 59,341 119% 15.4%

55,106 61,854 112% 13.2% 217,833 217,132 100% 11.8% 54,813 67,545 123% 15.4%

54,557 59,921 110% 13.1% 215,656 181,714 84% 9.9% 54,263 67,850 125% 15.5%

2018 ４月 5,643 6,193 110% 16.9% 22,574 26,420 117% 16.4% 5,418 6,596 122% 17.8%

年度 ５月 5,684 6,015 106% 15.4% 24,059 23,553 98% 15.6% 5,929 7,241 122% 19.5%

６月 4,530 6,379 141% 16.3% 20,363 27,926 137% 17.9% 5,307 6,311 119% 18.2%

７月 4,347 6,184 142% 15.8% 20,165 21,492 107% 14.2% 5,952 6,881 116% 18.5%

８月 4,704 5,977 127% 16.4% 20,843 22,259 107% 15.2% 6,222 7,983 128% 19.6%

９月 3,943 4,139 105% 10.3% 16,147 6,275 39% 3.9% 4,570 4,667 102% 13.4%

10月 4,099 4,198 102% 11.1% 15,572 8,475 54% 5.4% 3,996 4,330 108% 12.9%

20,203 24,771 123% 14.6% 139,722 136,400 98% 12.6% 37,392 44,009 118% 17.2%

272,359 298,722 110% 13.2% 805,837 782,738 97% 11.5% 196,250 238,745 122% 15.7%

せのがわおひさま発電所ポッポおひさま発電所

泉大津汐見市民共同発電所

発電開始からの累計

発電開始からの累計

発電開始～2015.3末

2016年度合計

2017年度合計

2016年度合計

2017年度合計

2015年度合計

事業主体
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各地の月日照時間(気象庁データ)
月の日射量（時間）

大阪市 広島市 福島県福島市 福島県郡山市

2017年 2018年 対比 2017年 2018年 対比 2017年 2018年 対比 2017年 2018年 対比

４月 199.0 218.4 110% 194.4 216.4 111% 209.6 194.1 93% 200.6 194.5 97%

５月 245.8 203.7 83% 256.6 197.2 77% 204.0 175.9 86% 209.9 183.6 87%

６月 216.0 179.3 83% 203.3 158.1 78% 182.3 182.9 100% 164.6 198.3 120%

７月 193.7 235.4 122% 157.9 257.6 163% 166.7 190.2 114% 185.5 217.5 117%

８月 214.8 260.7 121% 217.3 273.2 126% 52.7 159.2 302% 80.1 192.0 240%

９月 158.4 91.7 58% 149.2 108.3 73% 181.2 82.8 46% 179.7 87.5 49%

１０月 105.0 198.7 189% 122.8 179.4 146% 80.4 131.6 164% 85.5 138.0 161%

年合計 1332.7 1387.9 104% 1301.5 1390.2 107% 1076.9 1116.7 104% 1105.9 1211.4 110%  

今年度は比較的好天に恵まれ、発電量が前年を上回り順調に推移していましたが、９月は台風や秋雨前線

の影響により、日照時間が極端に短く発電量が前年を下回りました。
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せのがわおひさま発電所 

 ７月上旬に「平成 30年７月豪雨」が発生し、西日本から東海地方を中心に広い範囲で記録的な大雨とな

り、広島県や岡山県、愛媛県など各地で甚大な被害が発生しました。 

 せのがわ発電所では７月７日（土）のまだ夜が明けない頃に前々日からの豪雨により土砂崩れが発生し、

線路下の水路を木々や土砂が塞ぎ、土砂が線路上を伝い太陽光発電所の半分と下の家の敷地にまで侵入し、

さらに国道の田んぼまで達しました。春に設置したフェンスのおかげで土砂の流入は少なく済み発電設備

への影響はありませんでしたが、現地のみなさんによる土砂の撤去作業は 1ヵ月以上かかりました。 

   

   

福島あたみまち市民共同発電所 

８月上旬の豪雨により、あたみまち発電所と隣接する福島農民連の「のうみんでん発電所」が、落雷によってパワ

コンと遠隔監視装置が損傷を受けました。「のうみんでん」の協力のもと復旧をすすめていますが、パワコンの交換

に４ヵ月かかる見通しです。今回の件については保険での対応が可能となっています。 

経過は、盆前に発電がストップしていることが判明し、すぐに地元事業者に修理を依頼してパワコン２台のうち１

台は復旧しましたが、残る１台と遠隔監視装置は回復せず、損傷が大きくてメーカー対応になりました。８月末と９月

初めにメーカーが作業を行ない、落雷によって焼けたパワコン基盤を交換しましたが復旧に至らず、結局パワコン

を入れ替えることになりました。現在は、１台のパワコンで売電を行っているため売電量は予測値の 50%程度となっ

ています。遠隔監視装置は復旧しました。 

   

泉大津汐見市民共同発電所 

10月 22日（月）に企画部会メンバーを中心に草刈りを実施しました。爽やかな秋空のもとでの作業でし

た。パネル東側にあるカイヅカイブキが伸びてきており、今後、剪定する必要があります。 
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記念パーティーの様子 

CASA が発行している CASA Letter №47（2004年発行）を遡って

みると…、7月 18日 CASA は気候ネットワークなどと一緒に市民の立

場で自然エネルギー普及をすすめる「自然エネルギー市民の会」を結成

しました、とあります。私たち自然エネルギー市民の会（PARE）の生

みの親とも言える CASA が創立 30周年を迎えました。

10 月 13 日（土）には、創立 30 周年記念シンポジウム「脱炭素社会

にむけて」とパーティーが開催されました。シンポジウムでは、堅達

京子さん（NHK エンタープライズ制作本部情報文化番組エグゼクティ

ブ・プロデューサー）が「真の“脱炭素革命”をめざして 激変する世

界ビジネス」と題して記念講演、平田仁子さん（NPO 法人 気候ネット

ワーク理事）が「NGO が条約交渉に関わることの意義」と題して報

告、最後に CASA 早川専務理事などから「CASA の 30 年」の報告が

ありました。 

パーティーではパワーポイント（映像）で 2009年以降の 10年を振

り返り、参加者から楽しいエピソードやコメントをいただきました。 

自然エネルギー市民の会は、親子工作教室として子どもさんを対象に、楽しくて環境への理解が深まる活動

に力を入れています。太陽光や風力など自然にある再生可能エネルギーの特徴や、ごみの削減という環境保全

の意義を子どものたちに考えてもらうためです。 

主な取組みは、ペットボトルや牛乳パックなど廃棄物を玩具の材料にして、太陽電池を載せてそのエネルギ

ーで動く玩具を作ったり、プラスチックやビニール、廃棄する梱包テープで楽しくかわいい風車を作ったりす

るイベントです。（Ｐ８－９をご参照ください） 

ここ数年でこのようなイベント開催依頼が増え、参加の皆様

からの高評価も頂いています。スタッフの出かける機会が増え

ており、お手伝いをしていただける方をレターで募集すること

になりました。 

イベントの企画・準備、当日の子どもたちの工作補助など、

楽しい部会です。企画・準備は平日の夜、イベントは土日に行

なっています。興味のある方は、ぜひ一度 PARE 事務所（CASA

事務所内）へお問い合わせ、ご来所いただけませんか、企画部

員一同お待ちしております。（※連絡先はレターの表紙右下をご

参照ください。）                                担当 島田 

地球環境市民会議（CASA）創立 30周年 

シンポジウム記念講演の様子 

企画部員になっていだだけませんか 

イベントでの様子 


